
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面枠の表側に取り付けられた遊技盤と、
　前記前面枠の裏側に取り付けられた裏機構盤と、
　前記遊技盤裏側に備えられた遊技盤裏面構成部材と、
　遊技に関する制御を行う制御装置とを有し、
　該制御装置に電源供給可能な電源装置が、前記前面枠の裏側の所定位置に取り付けられ
た遊技機において、

　前記電源装置が前面枠の裏側の所定位置に取り付けられる際に、電源装置が機能的に当
該遊技機に適合する場合に限り、前記 が係合するようになって

ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
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　前記遊技盤裏面構成部材は、裏面に突出部が形成され、
　前記電源装置は、前記突出部に嵌合する嵌合部が形成され、

突出部と嵌合部と おり、
　前記嵌合部は、前記電源装置を貫通する貫通孔となっていると共に、該貫通孔の側面に
複数の嵌合部側放熱用開口部が設けられており、
　前記突出部は、中央が貫通した筒形状となっていると共に、その側面に、前記突出部が
嵌合部に嵌合して電源装置が取り付けられる際に、前記嵌合部側放熱用開口部と連通する
複数の突出部側放熱用開口部が設けられており、
　当該嵌合部側放熱用開口部と突出部側放熱用開口部の連通によって、電源装置内の熱を
外部に放出可能となっている



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、前面枠の表側に取り付けられた遊技盤と、裏側に取り付けられた裏機構盤と、
前記遊技盤裏側に備えられた遊技盤裏面構成部材とを有し、遊技に関する制御を行う制御
装置に電源供給可能な電源装置が、前記前面枠の裏側の所定位置に取り付けられた遊技機
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技機外部から外部電源（例えば、ＡＣ２
４Ｖ）を制御装置に供給し、該制御装置で前記外部電源を基に使用する所定電圧の電源を
生成していた。
これに対し、近年、制御装置を、排出制御装置や表示制御装置等の機能別に分割して構成
する傾向にある。各制御装置はそれぞれ、所定電圧の電源を使用しており、この場合には
、各制御装置で使用する種々の電源を生成する電源生成部分だけを電源装置として、別に
構成するようにされることが多い。
【０００３】
また、パチンコ遊技機においては、その遊技内容によって、いわゆる第１種，第２種，第
３種等の種別、或いは、その他の種別等に分類されており、各種別毎に使用する（必要と
する）電源の種類が異なる。さらに、いわゆるＣＲ機と現金機といった種別の分類をした
場合にも、互いに使用する電源の種類が異なる。加えて、各々の種別の中でも、個々の機
種により使用する電源の種類が異なる場合がある。
【０００４】
ところが、電源装置は、一の遊技機に使用する電源のみを生成するようになっているため
、遊技機の種別等によって、使用する電源の種類が異なれば、異なる電源装置を用いる必
要がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、電源装置の取付位置等は、異なる種別の遊技機であっても、又、異なる電源装置
であっても同様である場合が多く、遊技機に適合していない電源装置を間違えて取り付け
てしまう可能性がある。
特に、電源装置は前面枠（具体的には、前面枠に取り付けられた裏機構盤等）に取り付け
られることが多く、前面枠をリサイクルして遊技盤だけ交換する場合等に、交換前が第１
種、交換後が第２種であることが考えられるが、このようなときに遊技盤の交換後も第１
種の電源装置を使用していると、不具合を生じる可能性が高い。
【０００６】
この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、 に適合する電
源を供給可能な電源装置のみが遊技機に取付可能であり、 に適合しない電源装置は
遊技機に取付できない構造を有する遊技機を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、
　前面枠の表側に取り付けられた遊技盤と、
　前記前面枠の裏側に取り付けられた裏機構盤と、
　前記遊技盤裏側に備えられた遊技盤裏面構成部材と、
　遊技に関する制御を行う制御装置とを有し、
　該制御装置に電源供給可能な電源装置が、前記前面枠の裏側の所定位置に取り付けられ
た遊技機において、

　前記電源装置が前面枠の裏側の所定位置に取り付けられる際に、電源装置が機能的に当
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遊技盤
遊技盤

　前記遊技盤裏面構成部材は、裏面に突出部が形成され、
　前記電源装置は、前記突出部に嵌合する嵌合部が形成され、



該遊技機に適合する場合に限り、前記 が係合するようになって

ことを特徴としている。
【０００８】
　ここで、「電源装置が機能的に に適合する」とは、電源装置が当該 の制御
装置において使用する全ての電源を供給可能になっている等、当該電源装置を取り付けて

に不具合を生じさせない条件が整っていることをいう。また、電源装置が に
機能的に適合する場合に限り が係合するような構成としては、使用する電
源が異なる 毎に、遊技盤裏面構成部材の が設けられる位置を変え、かつ、そ
れぞれの に機能的に適合する電源装置は、当該 に合わせて を設けるこ
とが挙げられる。なお、 の位置に限らず、 の形状、大
きさ等を変えても良いし、さらに、これらを複合的に変えるようにしても良い。
【０００９】

この請求項１記載の発明によれば、 と機能的に適合する電源装置のみが前面枠裏
側の所定位置に取り付けられるように、使用する電源が異なる 毎に、電源装置

及び遊技盤裏面構成部材に設けられた の位置、大きさ、形状等が変
えられているため、誤って異なる電源を供給する電源装置を取り付けることがなくなる。

【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態について説明する。
【００２９】
〔第１の実施の形態〕
図１は、本発明に係る遊技機として例示するパチンコ遊技機１００を示す正面図、図２は
パチンコ遊技機１００の背面図、図３はパチンコ遊技機１００における遊技盤１の裏面図
である。
【００３０】
この実施の形態のパチンコ遊技機１００は、矩形枠状の本体枠１１０を備えており、この
本体枠１１０の一側方には、該本体枠１１０に対し回動可能な状態で前面枠１１１が軸支
されている。
また、この前面枠１１１の表側（図１に示す正面側）には、正面に遊技領域１ａを有する
遊技盤１などが設けられている。
【００３１】
このパチンコ遊技機１００における遊技は、遊技機本体１００ａの内部の遊技領域１ａ内
に遊技球（遊技媒体）を発射して行うようになっており、遊技機本体１００ａの前側上半
部には、ガラス板１０１が前面カバー部材１０２に保持された状態で取り付けられ、この
ガラス板１０１の奥側には、ガイドレール２で囲まれた遊技領域１ａを有する遊技盤１が
設置されている。
【００３２】
この遊技盤１の遊技領域１ａには、普図始動ゲート６，６、この普図始動ゲート６，６へ
の遊技球の通過に基づき行われる普図変動表示遊技の未処理回数を表示する普図始動記憶
表示器６ａ、普図変動表示遊技を表示する普通図柄（普図）表示装置７、特図の始動口を
兼ねた普通変動入賞装置９、この普通変動入賞装置９に設けられ普図変動表示遊技の結果
如何により開閉する開閉部材９ａ，９ａ、普通変動入賞装置９への遊技球の入賞に基づき
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突出部と嵌合部と おり、
　前記嵌合部は、前記電源装置を貫通する貫通孔となっていると共に、該貫通孔の側面に
複数の嵌合部側放熱用開口部が設けられており、
　前記突出部は、中央が貫通した筒形状となっていると共に、その側面に、前記突出部が
嵌合部に嵌合して電源装置が取り付けられる際に、前記嵌合部側放熱用開口部と連通する
複数の突出部側放熱用開口部が設けられており、
　当該嵌合部側放熱用開口部と突出部側放熱用開口部の連通によって、電源装置内の熱を
外部に放出可能となっている

遊技機 遊技機

遊技機 遊技機
突出部と嵌合部

遊技機 突出部
遊技機 遊技機 嵌合部

突出部及び嵌合部 突出部及び嵌合部

　 遊技機
遊技機 に設

けられた嵌合部 突出部

　また、熱が発生しやすい電源装置において、当該熱を嵌合部及び突出部を通して外部に
放熱できるので、熱による電源装置の不具合を減少させることができる。



行われる特図変動表示遊技の未処理回数を表示する特図始動記憶表示器４ｂ，…、特図変
動表示遊技などを表示する特図の変動表示部４ａを備える特別図柄（特図）表示装置４、
開閉扉５ａおよび開閉扉５ａの内側の大入賞口５ｂを備える特別変動入賞装置５、一般入
賞口８，…、風車と呼ばれる打球方向変換部材１４，…、装飾ランプ１１，…、サイドラ
ンプ１２，１２、多数の障害釘（図示省略）、アウト球を回収するためのアウト穴１３な
どが設けられている。
【００３３】
このうち、普通変動入賞装置９への遊技球の入賞に基づき、特図変動表示遊技が行われ、
特別図柄（特図）表示装置４の図柄が、例えば、「１，１，１」、「７，７，７」などの
ゾロ目といった、所定の停止態様で停止すると、大当たりが発生して特別遊技が開始され
る。これにより、特別変動入賞装置５の開閉扉５ａが開放して（この開放は、所定の継続
条件を満たすことにより、複数回繰り返される）、大入賞口５ｂへの遊技球の入賞が容易
な状態となり、遊技者に対し所定の遊技価値（賞球の大量獲得の機会など）を付与可能と
なる。
【００３４】
また、遊技機本体１００ａの前側下半部には、貸球、あるいは賞球の払い出しにより排出
された遊技球を貯留する上皿１０５が設けられている。この上皿１０５の上面には、カー
ドユニット５００にカードを挿入した状態で押圧操作することで上皿１０５に遊技球の排
出動作を行うための球貸スイッチ１０５ａ、カードユニット５００に挿入されたカードの
返却動作を行うための返却スイッチ１０５ｂ、ならびに、カードユニット５００に挿入さ
れたカードの残高を表示するカード残高表示装置１０５ｃなどが設けられている。
さらに、上皿１０５の下側には、上皿１０５に収容しきれない遊技球を収容する下皿１０
７、前記遊技領域１ａに向けて遊技球の発射操作を行うための操作ハンドル１０４、スピ
ーカ６０ａなどが設けられている。
【００３５】
次に、パチンコ遊技機１００の裏側の構成について説明する。
【００３６】
まず、遊技機本体１００ａの前面枠１１１の裏側には、裏機構盤１２０が取り付けられて
いる。該裏機構盤１２０は、中央に開口部を有する状態（すなわち、後述する遊技盤裏面
構成部材１３０の一部が遊技機の裏側に露出するような状態）で取り付けられている。そ
して、前記裏機構盤１２０の裏側には、予備球を貯留するための貯留タンク１２１、この
貯留タンク１２１からの予備球を整列させながら流下案内する導出樋１２２、この導出樋
１２２により流下案内される球の球抜きなどを行う球抜きユニット１２３などが配設され
ている。また、裏機構盤１２０の裏側には、遊技制御回路（図示省略）を有し前記特図変
動表示遊技を含む遊技を統括的に制御する遊技制御装置２０、遊技球の排出制御等を行う
排出制御装置３０などが設けられている。
【００３７】
さらに、前記遊技盤１の裏側には遊技盤裏面構成部材１３０を備えており、該遊技盤裏面
構成部材１３０には、特図表示装置４の変動表示部４ａの表示制御を行う表示制御装置４
０、装飾ランプ１１，…やサイドランプ１２，１２など各種ランプ類やＬＥＤ類の点灯・
点滅状態を制御する装飾制御装置５０、スピーカ６０ａ等の出力を制御する音声制御装置
６０などが設けられている。なお、ここでは、前記遊技盤裏面構成部材１３０は、上側部
材１３３及び下側部材１３４の２つの部材で構成されている。
また、遊技盤１と遊技盤裏面構成部材１３０間には、各入賞口（例えば、普通変動入賞装
置９、一般入賞口８など）に入賞した入賞球を集合させて入賞球排出路に流下案内するた
めの入賞球流下路（図示省略）が設けられている。
【００３８】
加えて、前面枠１１１の裏面下端側には、遊技機前面の操作ハンドル１０４の操作に基づ
き遊技球を遊技領域１ａに発射させる発射装置７１と、この発射装置７１の制御を行う発
射制御装置７０と、が配設されている。
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このように、パチンコ遊技機１００は、機能毎に分けられて複数設けられた制御装置２０
，３０，４０，５０，６０，７０を備えている。
【００３９】
また、裏機構盤１２０の裏側のうち上部の軸支側には、枠用外部出力端子板８１とターミ
ナル基板２１０とが並設されている。
このうち、枠用外部出力端子板８１は、貯留タンク１２１からの球無し信号、排出制御装
置３０からの貸球信号、および、遊技制御装置２０からの賞球信号などの外部出力データ
（データ）を遊技機外部に出力するものである。
他方、ターミナル基板２１０は、電源線３１０を介して遊技機外の島設備から導入された
電源を中継する基板であり、該ターミナル基板２１０からは、電源装置９０と、後述する
カードユニット用中継基板２３０とに電源供給される。なお、島設備側からターミナル基
板２１０を介さず、直接電源装置９０に電源供給しても良い。
【００４０】
前記カードユニット用中継基板２３０は、例えば、排出制御装置３０の下部に設けられて
いる。
このカードユニット用中継基板２３０は、パチンコ遊技機１００の本体１００ａ側とカー
ドユニット５００側とで授受される信号を中継する一方で、ターミナル基板２１０から供
給された電源を中継してカードユニット５００に供給するものである。
【００４１】
また、排出装置３５の裏面側には、中継基板７４、７５が配設されている。
このうち、中継基板７４は、賞球検出センサや貸球検出センサから排出制御装置３０およ
び遊技制御装置２０への検出信号の中継などを行うものである。他方、中継基板７５は、
装飾制御装置５０からランプやＬＥＤなどの発光部材への指令信号の中継などを行うもの
である。
【００４２】
さらに、前記制御装置に電源供給可能な電源装置９０が、前記前面枠１１１の裏側の所定
位置に取り付けられている。この実施例では、電源装置９０は、裏機構盤１２０に取り付
けられている。
この電源装置９０は、ターミナル基板２１０を介して外部から供給される外部電源を基に
所定の電圧を生成して各制御装置２０，３０，４０，５０，６０，７０に供給する電源回
路を有する電源基板と、この電源基板を収納する収納ボックスと、を含んで構成されてい
る。
【００４３】
なお、この実施例では、電源装置９０は裏機構盤１２０に取り付けられていたが、これに
限るものではなく、遊技盤裏面構成部材１３０に取り付けられていても良い。すなわち、
電源装置９０と遊技盤裏面構成部材１３０とが、後述する互いの係合部９１，１３１で位
置決めされているだけではなく、遊技盤裏面構成部材１３０に取付け、固定されているも
のである。
【００４４】
ここで、パチンコ遊技機１００のターミナル基板２１０には、外部の電源手段（図示省略
；例えば、島設備が備える）から、例えば、ＡＣ２４Ｖの電源供給がなされるようになっ
ており、外部電源であるＡＣ２４Ｖはターミナル基板２１０を介して電源装置９０内の電
源基板に供給される。
そして、電源基板の電源回路はＡＣ２４Ｖを直流に変換し、各制御装置２０，３０，４０
，５０，６０，７０の動作に必要な各種のＤＣ電圧を生成する。さらにこの生成された直
流電圧は、平滑回路にてリプル成分が除去された後に各制御装置２０，３０，４０，５０
，６０，７０に供給される。
具体的には、電源回路は、ソレノイド駆動用ならびに各制御装置の動作用のＤＣ３２Ｖ、
ランプ類駆動用のＤＣ２４Ｖ、センサ駆動用およびバックライト駆動用のＤＣ１２Ｖを生
成する。そして、ＤＣ３２ＶおよびＤＣ１２Ｖを発射制御装置７０に、ＤＣ２４Ｖ、ＤＣ
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１２ＶおよびＤＣ５Ｖを排出制御装置３０に、ＤＣ３２Ｖ、ＤＣ２４Ｖ、ＤＣ１２Ｖおよ
びＤＣ５Ｖを遊技制御装置２０に、ＤＣ１２Ｖを音制御装置６０に、ＤＣ３２Ｖ、ＤＣ２
４ＶおよびＤＣ１２Ｖを装飾制御装置５０に、ＤＣ１２Ｖを表示制御装置４０に供給する
。
【００４５】
次に、本発明に係る主要な構成について詳細に説明する。
【００４６】
まず、前述したように、この実施例では、電源装置９０は、前面枠１１１の裏側に取り付
けられた裏機構盤１２０に、ねじ等の適宜の取付手段で取り付けられている。なお、ここ
では、前記裏機構盤１２０は、異なる種類の電源装置を取付可能な共通取付部を備えてい
る。具体例を挙げる。
図２に示すように、まず、電源装置９０の上端に係止穴９８、下端に係止片９９が設けら
れており、この係止穴及び係止片は、異なる種類の電源装置であっても必ず設けられるよ
うにされている。また、裏機構盤１２０には、前記電源装置９０の係止穴９８に対応する
ように係止穴（共通取付部）１２８、電源装置９０の係止片９９に対応するように係止溝
（共通取付部）１２９が設けられている。そして、前記係止片９９を係止溝（共通取付部
）１２９に引っ掛けた後、前記係止穴９８，係止穴（共通取付部）１２８同士を合わせて
、ナイラッチと呼ばれる止着装置１５０を取り付けて固定するのである。なお、共通取付
部の構成としては、前記したようなものに限らず、ねじ等の取付手段を始めとする適宜の
手段となっていても良い。
このように、裏機構盤が、異なる種類の電源装置を取付可能な共通取付部を備えることに
より、前面枠をリサイクルして異なる種類の電源装置を必要とする遊技盤だけ交換するよ
うな場合にも、交換後の遊技盤に適合する電源装置を不具合なく取り付けることができる
。
また、遊技盤裏面構成部材１３０（ここでは上側部材１３３）の裏面の所定位置及び電源
装置９０の所定位置には、それぞれ係合部が設けられている。そして、前記係合部同士は
、電源装置９０が前面枠１１１の裏側の所定位置（ここでは裏機構盤１２０の所定位置）
に取り付けられる際に、電源装置９０が機能的に当該遊技機に適合する場合に限り、係合
するように予め構成されている。
【００４７】
すなわち、電源装置９０は、異なる電源を必要とする遊技機毎（例えば第１種，第２種，
第３種等の種別の異なる遊技機毎）に異なる機能を有するものを取り付けなければならず
、その異なる電源装置９０毎に係合部の位置、形状、大きさ等が変えてあり、また、遊技
盤裏面構成部材１３０の裏面の係合部もそれに適合するように変えてある。そのため、電
源装置９０を所定位置に取り付けようとしたときに、係合部同士が係合できる場合は、そ
の電源装置が当該遊技機に対して機能的に適合するものであることが容易に判断でき、逆
に、係合部同士が係合できない場合は、その電源装置が当該遊技機に対して機能的に適合
しない装置であることを、容易に判断することができる。これにより、誤って異なる電源
を発生させる電源装置を遊技機に取り付けてしまうことがなくなるのである。特に、この
実施例のように、裏機構盤が共通取付部を備えている場合には、異なる種類の電源装置が
取付部に取付可能であるため、この係合部同士が係合できるか否かが、電源装置が当該遊
技機に適合するか否かの判断にとって非常に重要なものとなるのである。
【００４８】
この実施例では、具体的には、遊技盤裏面構成部材１３０（上側部材１３３）の裏面に設
けられた係合部は、図２、図３及び図４に示すように、中実の略円柱状の突出部１３１と
なっており、また、電源装置９０に設けられた係合部は、前記突出部１３１を嵌合できる
貫通孔からなる嵌合部９１となっている。図４における符号９２は、電源装置９０のプレ
ート部材、１ｂは遊技盤収納フレームである。
【００４９】
なお、遊技機の種別等による電源装置の係合部（嵌合部）の変え方としては、例えば、図
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５に示すように、第１種の遊技機用の電源装置９０Ａ（図５の（ａ））では嵌合部９１Ａ
を電源装置の左下側に設け、第２種の遊技機用の電源装置９０Ｂ（図５の（ｂ））では突
出部９１Ｂを電源装置の右下側に設け、第３種の遊技機用の電源装置９０Ｃ（図５の（ｃ
））では、突出部９１Ｃを電源装置の中央下側に設ける、というように係合部（嵌合部）
の設ける位置によって変えることが考えられる。また、これに合わせて、遊技盤裏面構成
部材の係合部（突出部）も係合可能な位置に変化させる。
【００５０】
なお、他には、係合部の形状を変えたり、大きさを変えたりする等によって、係合部を変
える方法が考えられる。さらに、これらを複合的に用いても良い。
また、この実施例では、突出部１３１は中実の略円柱状のものであったが、これに限るも
のではない。例えば、図６の（ａ）に示すように、突出部１３１Ｄが中空形状で、正面視
が円の上下側に突起１３６Ｄ，１３６Ｄを有する形状の柱状部であっても良い。この場合
、嵌合部９１Ｄも突出部１３１Ｄを貫通できるように同様の形状となっている。なお、図
６の（ｂ）は、図６の（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。このように、突出部１３１Ｄが円柱
状でない場合には、突出部と嵌合部を嵌合させると、電源装置の上下左右の向きも規定で
きるため、取付けが容易となる利点がある。
なお、ここでは、係合部として、突出部と嵌合部を用いたが、これに限るものではなく、
他の係合手段を用いても良い。
また、ここでは、遊技盤裏面構成部材１３０の係合部１３１は、上側部材１３３に設けら
れていたが、これに限らず、下側部材１３４に設けられる構成となっていても良い。
さらに、遊技盤裏面構成部材は、２つの部材（上側部材及び下側部材）で構成されておら
ず、例えば一部材で構成されている場合もある。
【００５１】
なお、この実施例では、遊技盤１と遊技盤裏面構成部材１３０間には、前記したように入
賞球流下路が設けられているが、係合部付近については入賞球流下路にならないようにな
っている。これにより、入賞球が係合部（突出部等）に詰まってしまう、という万が一の
事態を避けることができる。係合部付近が入賞球流下路とならないようにする方法として
は、係合部付近にリブ等を設けることによって、入賞球が係合部に入ってくるのを防ぐ方
法や、係合部を設ける際に入賞球流下路を避けて設けるようにする等が考えられる。
【００５２】
〔第２の実施の形態〕
この第２の実施の形態のパチンコ遊技機は、以下に説明する点においてのみ上記の第１の
実施の形態のパチンコ遊技機と異なり、その他の点では上記の第１の実施の形態のパチン
コ遊技機と同様であるので、同様の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する
こととする。なお、以下の第３～第５の実施の形態においても同様である。
【００５３】
図７に示すように、この実施の形態における突出部１３１Ｅ及び嵌合部９１Ｅには、遊技
盤裏面構成部材１３０Ｅと電源装置９０Ｅを固定する固定部１４０が設けられている。こ
こでは、前記遊技盤裏面構成部材１３０Ｅの突出部１３１Ｅの先端に係止穴１４１、電源
装置９０Ｅの嵌合部９１Ｅの後端（突出部１３１Ｅを嵌合させた際に突出部１３１Ｅの先
端が当接する部分）に係止穴１４２がそれぞれ設けられており（ここでは、嵌合部９１Ｅ
は貫通孔ではない）、中に挿着され得るナイラッチと呼ばれる止着装置１４３が取り付け
られて、固定されるようになっている。
【００５４】
このように、電源装置を取付部だけでなく、係合部においても固定することにより、より
確実に電源装置を固定して取り付けることができる。また、固定部も電源装置毎に変えて
おけば、より確実に、機能的に適合する電源装置を遊技機に取り付けることができる。な
お、固定方法としてはナイラッチに限るものではなく、他の方法でも良い。
【００５５】
〔第３の実施の形態〕
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図８に示すように、この実施の形態における遊技盤裏面構成部材１３０Ｆの突出部１３１
Ｆは、その先端側が細くなるように構成されている。そして、突出部１３１Ｆと相補的に
嵌合し合うように、電源装置９０Ｆの嵌合部９１Ｆも後端側（突出部１３１Ｆを嵌合させ
た際に突出部１３１Ｆの先端が当接する側）が細くなった形状とされている。これにより
、突出部１３１Ｆを嵌合部９１Ｆに対して嵌めやすく、また外しやすい構造とすることが
できる。なお、図８の符号９２Ｆはプレート部材である。
【００５６】
〔第４の実施の形態〕
図９～図１２に示すように、この実施の形態における遊技盤裏面構成部材１３０Ｇの突出
部１３１Ｇは略円柱状で、その先端に突出方向に対して略垂直に突部が設けられた形状と
なっている。ここでは、先端における対角線上に２つの突部１３２Ｇ，１３２Ｇを有して
いる。そして、嵌合部９１Ｇはこの突出部１３１Ｇを突部１３２Ｇ，１３２Ｇも含めて貫
通させる貫通孔となっており、後端には、貫通した突出部１３１Ｇが抜けない抜脱不可状
態となるように、突部１３２Ｇ，１３２Ｇを係止する係止手段が設けられている。
【００５７】
具体的には、嵌合部９１Ｇの後端において、突出部１３１Ｇを所定角度回転させた所に他
の部分より一段窪んだ係止溝９３Ｇ，９３Ｇが設けられており、図９の（ａ）及び図１０
の（ａ）に示すように突出部１３１Ｇを嵌合部９１Ｇに貫通させた後、電源装置９０Ｇを
所定角度（ここでは左回りに所定角度）回転させ、図９の（ｂ）及び図１０の（ｂ）に示
すように突部１３２Ｇ，１３２Ｇを係止溝９３Ｇ，９３Ｇに係止させることにより、突出
部１３１Ｇが簡単には抜けなくなるようになっている。さらに、この実施の形態において
は、電源装置９０Ｇの上端及び下端に突起状取付部９４Ｇ，９４Ｇが設けられており、突
出部１３１Ｇを中心軸にして電源装置９０Ｇを回転させ、裏機構盤１２０に設けられた電
源装置取付部（突起係止部）１２４Ｇ，１２４Ｇに突起状取付部９４Ｇ，９４Ｇをスライ
ド挿入することにより、突出部１３１Ｇ及び突起状取付部９４Ｇ，９４Ｇの三点で係止し
て、電源装置９０Ｇを取付、固定するのである。
【００５８】
このように、突出部１３１Ｇを中心軸として電源装置９０Ｇを回転させて、電源装置９０
Ｇを取り付けることにより、ねじ等で取り付ける場合と比べて、簡単に電源装置の取付が
できるという利点がある。しかも、この取付方法では、取付に際してぐらついたりするこ
となく、しっかり固定することができる。
【００５９】
〔第５の実施の形態〕
図１３に示すように、この実施の形態における電源装置９０Ｈの嵌合部９１Ｈは、電源装
置９０Ｈを貫通する貫通孔となっており（すなわち、嵌合部９１Ｈの後端Ｋが開口してい
る）、さらに、該貫通孔の側面には、複数の嵌合部側放熱用開口部９５Ｈ，…が設けられ
ている。また、遊技盤裏面構成部材１３０Ｈの突出部１３１Ｈは、中央が貫通した筒形状
となっており（すなわち、突出部１３１Ｈの先端Ｓが開口している）、その側面に、前記
突出部１３１Ｈが嵌合部９１Ｈに嵌合して電源装置９０Ｈが取り付けられる際に、前記嵌
合部側放熱用開口部９５Ｈと連通する複数の突出部側放熱用開口部１３５Ｈ，…が設けら
れている。なお、図１３の符号９２Ｈは電源装置９０Ｈにおける金属プレート（プレート
部材）、９６Ｈは電源装置９０Ｈにおける基板ボックス、９７Ｈは電源装置９０Ｈにおけ
る電源基板である。
【００６０】
このように嵌合部９１Ｈ及び突出部１３１Ｈの側面にこれらを連通する開口部９５Ｈ，１
３５Ｈが設けられており、さらに、突出部１３１Ｈの先端Ｓ及び嵌合部９１Ｈの後端Ｋが
開口していると、熱を持ちやすい電源装置９０Ｈにおいて、当該熱を、図の矢印に示すよ
うに、連通する開口部９５Ｈ，１３５Ｈ、及び突出部１３１Ｈの中央を通して逃がすこと
ができ、効率よく電源装置９０Ｈの放熱を行うことができる。
なお、この例では、前記突出部１３１Ｈは、遊技盤裏面構成部材１３０Ｈの裏面から垂直
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に突出しているが、これに限るものではない。例えば、突出部１３１Ｈを、先端Ｓに向か
って上方に傾斜するように構成すれば、熱が上方へ流れやすい性質を利用して、より効率
よく放熱することができる。
また、前記放熱用開口部９５Ｈ，１３５Ｈの数，大きさ，形状等は適宜で良い。
【００６１】
なお、本発明はこの実施の形態のパチンコ遊技機に限られるものではなく、例えば、その
他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの遊技機にも適用可能であ
る。
また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【００６２】
【発明の効果】
　請求項１記載の発明に係る遊技機によれば、 と機能的に適合する電源装置のみが
前面枠裏側の所定位置に取り付けられるように、使用する電源が異なる 毎に、電源
装置 及び遊技盤裏面構成部材に設けられた の位置、大きさ、形
状等が変えられているため、誤って異なる電源を供給する電源装置を取り付けることがな
くなる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る遊技機として例示するパチンコ遊技機を示す正面図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機の背面図である。
【図３】図１のパチンコ遊技機における遊技盤の裏面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ断面概略図である。
【図５】電源装置における嵌合部の設置位置の例を示す図である。
【図６】突出部及び嵌合部の他の例を示す図である。
【図７】第２の実施の形態の突出部及び嵌合部を示す図である。
【図８】第３の実施の形態の突出部及び嵌合部を示す図である。
【図９】第４の実施の形態の電源装置の取付時の作動を示す図である。
【図１０】図９における突出部及び嵌合部を示す拡大図である。
【図１１】図９のＣ－Ｃ断面概略図である。
【図１２】図９のＤ－Ｄ断面概略図である。
【図１３】第５の実施の形態の突出部及び嵌合部を示す図である。
【符号の説明】
１　　　遊技盤
２０　　遊技制御装置（制御装置）
３０　　排出制御装置（制御装置）
４０　　表示制御装置（制御装置）
５０　　装飾制御装置（制御装置）
６０　　音声制御装置（制御装置）
７０　　発射制御装置（制御装置）
９０　　電源装置
９１　　嵌合部（係合部）
１００　パチンコ遊技機（遊技機）
１１１　前面枠
１２０　裏機構盤
１２８，１２９　共通取付部
１３０　遊技盤裏面構成部材
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遊技機
遊技機

に設けられた嵌合部 突出部

　また、熱が発生しやすい電源装置において、当該熱を嵌合部及び突出部を通して外部に
放熱できるので、熱による電源装置の不具合を減少させることができる。



１３１　突出部（係合部）
１４０　固定部
９５Ｈ　嵌合部側放熱用開口部
１３５Ｈ　突出部側放熱用開口部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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